
建築物の概要
⃝	築150年の京町家（木造2階建）を、大学のサテライト施設として活用することを目的に、
増築及び修繕を実施。建物用途は「住宅」から「大学」に変更を行った。

⃝	京町家の形態的・空間的特性を損なわない範囲で、極めて稀に発生する地震（震度６
強から震度７に相当する地震）に対する耐震性能を確保（屋根の軽量化、桁行方向の壁
量不足を補うための土壁増設等）。

⃝	出火防止として、全館禁煙、火気等の管理、防火避難研修をあわせて実施。

建築物の概要
⃝	明治33年、同42年に建築された木造の小学校。平成24年度に廃校となるまで111年
間校舎として利用されてきた歴史を背景に、学びの拠点として生涯学習や博物館への
用途変更を行う。あわせて全解体・構造補強による保存修理を実施。

⃝	建築基準法第3条第1項第3号の規定の適用を受けるため、岡山県建築士会「岡山県歴
史的建造物委員会」に耐震補強計画を諮り、その結果として妥当である旨の結論を得た。

⃝	2階で多数の利用者が想定される場合は、誘導員の配置や人数制限を実施。

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 20条
当該建築物は政令で定める技術的基準に
適合することは確認していない。 ➡ 劣化部分の健全化、極めて稀に発生する地

震に対する安全性の確保（耐震改修工事）

法第 44条
道路に突き出して建築をしてはならないが、
当該建築物は軒先が道路に突出している。 ➡

既存不適格の継続（新たに不適合部分を
生じさせない）

法第 62条
第 2項

準防火地域内にある木造建築物は延焼のお
それのある部分の外壁及び軒裏を防火構造
としなければいけない。当該建築物は、外
壁及び軒裏が防火構造ではない。

➡

漏電遮断器の設置、電気配線を改修

自動火災報知設備の設置

各階 1以上の消火器、消火バケツの設置

非常用照明の設置、誘導灯の設置

直通階段の増設、階段の緩勾配化

ハンドマイクの設置
（非常時の避難呼びかけ用）

法第 64条

準防火地域内の延焼のおそれのある部分の
外壁の開口部に防火設備を設置しなければ
いけない。当該建築物は防火設備を有して
いない。

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 20条 構造強度について、大地震時に倒壊の危険性がある。 ➡
荷重の軽減・建物耐力の確保・水平剛性の確保・直
接基礎（べた基礎）の新設（文化財的価値を損なわな
いように可能な限り見えない位置での耐震補強）

法第 25条
延べ面積の合計が 1,000㎡超の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそ
れのある部分を防火構造としなければならないが、化粧板張りで性能を満た
さない。

➡ 自動火災報知設備、消火器、火災通報設備や屋内消
火栓易操作性１号消火栓を設置

法第 26条
延べ面積が 1,000㎡超の木造建築物等は、防火壁により有効に区画しなけれ
ばならないが、防火壁の未設置又は構造が準耐火建築物以上ではない。

令第 128条
の 5

博物館・集会場等の壁等の室内に面する部分の仕上げを難燃材料、居室から
地上に通ずる主たる廊下等の壁等室内に面する部分の仕上げを準不燃材料と
しなければならないが、難燃材料又は準不燃材料で仕上げていない。

令第 23条
階段の踏面の寸法は用途に応じて 26cm以上としなければならないが、寸法
が不足している。 ➡ 資料館（旧本館）の２階については、誘導員の配置や

人数制限を行う令第 126条
の 2

博物館・集会場で延べ面積が 500㎡を超える場合、排煙設備を設置しなけれ
ばならないが、未設置。

外観

本館　全景

中庭

和室

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

龍谷大学町家キャンパス 京都市歴史的建築物の保存
及び活用に関する条例

木造
350㎡（3棟計）

増築、大規模の修繕、
用途変更 大学

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

旧吹屋小学校 岡山県文化財保護条例 木造
1,300㎡

新築（元の建物を解体・
保管後、再建）

博物館、集会場、
生涯学習施設

ガイドラインは以下からダウンロードが可能です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000084.html

国土交通省住宅局建築指導課
〒 100-8918　東京都千代田区霞が関 2-1-3　TEL：03-5253-8111問い合わせ先

事例 3 京都市・龍谷大学町家キャンパス

事例 4 岡山県高梁市・旧吹屋小学校

ガイドライン・別冊事例集の掲載例
◆建築基準法の適用を除外するのは、文化遺産としての特殊性を考慮するためのものであるため、建築基
準法の適用を除外する代わりに、安全上、防火上及び衛生上の支障が生じないよう、必要な代替措置を
講じるとともに、適切に維持管理することが極めて重要です。
◆ガイドラインでは、建築基準法の適用を除外する際の参考になるよう、実際に建築基準法を適用除外と
する制度を適用した 19事例について、代替措置を紹介しています。

建築物の概要
⃝	敷地が風致公園として整備されることを契機に、全ての部材を解体・保管した上で、
公園の基盤整備完了後に元の位置に再建予定（現在、公園整備工事中）。公園内施
設として保存活用を行う。

⃝	内外部ともに意匠や造作について、過去に度重なる修繕がなされているものの、概
ね良好に維持されているため、構造関係規定については、原則、現行基準に適合す
るよう補修。

⃝	管理者の常時配置や電気炉の使用による出火防止等を実施。

建築物の概要
⃝	近代神戸の歴史を物語る貴重な近代化建築遺産である建物を保存・改修し、クリエ
イターや市民・事業者が訪れ、利用する拠点施設として整備（用途変更を実施）し、
利活用を図る。

⃝	構造関係規定については、耐震診断の結果、耐震基準を満たさなかったため、現行
の基準に適合させる改修（耐震壁の新設・増打ち補強、部分的な減築等）を実施。

⃝	火気使用の制限、全館禁煙等の利用制限、24時間体制での監視を実施。

事例１ 横浜市・旧円通寺客殿（旧木村家住宅 主屋）

事例 2 神戸市・旧神戸生糸検査所

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 63条
準防火地域内の屋根の構造は、不燃材料
で造る等の措置が求められるが、屋根は
茅葺き、庇は板葺きで、性能を満たさない。

➡
自動首振放水銃、炎検知設備を設置

消火用エンジンポンプや地下貯水槽を
別棟の新築棟に設置

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

令第 23条

直上階の居室の床面積の合計が200㎡を
超える建築物は階段の幅員が1,200mm
以上でなければならないが、当該建築物
の旧館中央階段の幅員は1,200mm未満
である。

➡
幅員が不足する階段が同一の階段室に
２つあるが、２つの階段の幅員を足し
合わせると最低必要幅員を大きく上回
るため、安全上支障はないと判断

令第 128条
の 5

特殊建築物のため内装制限がかかるが、
旧館３階の一部居室（ワークショップ
ルーム、セミナールーム）は内装制限に
不適合となっている。
※平成28年度改修工事においてスプリ
ンクラー設備を設置し、適合となった。

➡
火災が生じた際にその階にいる人が煙
にさらされずに直通階段まで避難でき
ることを計算（階避難安全検証法に準じ
た検証方法）で確認

新館　外観

旧館　外観

建物外観

自動首振放水銃
（イメージ）

炎検知設備
（イメージ）

旧館　中央階段

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途
旧円通寺客殿

（旧木村家住宅主屋）
横浜市魅力ある都市景観の
創造に関する条例

木造
140㎡

新築（元の建物を解体・
保管後、再建） 公園内施設

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

旧神戸生糸検査所 神戸市都市景観条例 RC造
13,800㎡（2棟計） 増築、用途変更

博物館、美術館、集会所、
事務所、物販・店舗、

飲食店

国土交通省

歴史的建築物の活用に向けた
条例整備ガイドライン
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ͱͳΔ

ɹ例ͷ੍ఆ͔Β׆༻·ͰͷྲྀΕɺ例ͷ੍ఆஈ֊（ϑΣʔζⅠ）ɺอଘݐஙͷࢦఆஈ֊（ϑΣʔζⅡ）ɺอଘ
อશஈ֊（ϑΣʔζⅢ）ͷ3ͭͷஈ֊ʹ͔Ε·͢ɻ࣋ɾҡ༺׆ஙͷݐ

ɹݐஙج४๏ୈ̏ୈ１߲Ͱɺୈ１߸ʹنఆ͢ΔࠃๅɾॏཁจԽࡒɺୈ̎߸
४๏جஙݐʹஙʹ͍ͭͯɺࣗಈతݐఆ͢Δॏཁඒज़ͱͯ͠ೝఆ͞Εͨنʹ
ͷద༻͕আ֎͞Ε·͕͢ɺୈ̏߸ʹنఆ͢Δ例ʹΑΓݱঢ়มߋͷٴ੍نͼอଘͷ
ͨΊͷાஔ͕͡ߨΒΕͨݐஙʹ͍ͭͯɺಛఆߦி͕ݐங৹ࠪձͷಉҙΛಘͯ
४๏ͷద༻͕আ֎͞ΕΔ੍ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻجஙݐఆͨ͠߹ʹɺࢦ
ɹݐஙج४๏ͷద༻͕আ֎͞ΕͨݐஙɺจԽҨ࢈ͱͯ͠ͷಛघੑΛྀ͢ߟΔ
ͷͰ͋Γɺݐங͕҆શ্ɺՐ্ɺӴੜ্ͦͷଞͷ؍͔Βࢧো͕ͳ͍ͱೝΊΔ
ͷͰͳ͍ͨΊɺସાஔͱదͳҡ࣋ཧʹΑΓɺҰఆͷ҆શੑΛ୲อ͢Δ͜
ͱ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ

条例ʹ͖ͮجอଘાஔ͕͡ߨ
ΒΕͨྺ࢙తݐங

࣍ �� ΨΠυϥΠϯͷతͱߏ
 2� ੍֓ཁ
 3� 例ͷ੍ఆ͔Β׆༻·ͰͷྲྀΕ
 4� 例ͷ੍ఆஈ֊ͷཹҙ事߲
 �� อଘܭ༺׆ըͷ࡞࣌ͷཹҙ事߲
 �� ସાஔʹ͍ͭͯ
 �� แׅಉҙج४ʹ͍ͭͯ
ԉાஔࢧ �� 
 ผ事例ू
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҆શੑͷ֬อͷͨΊʹॏཁͳج४  ΊΔٻ४ͷద߹Λجߦݱ

ద߹ͤ͞Δ͜ͱ͕ࠔͳج४  ֘ݐஙͷྺ࢙తͳҙঊɺܗଶΛ͠ͳ
͕Βɺ҆શੑΛ֬อ͢ΔͨΊͷાஔΛٻΊΔ

҆શੑͷݒ೦͕খ͍͞ج४  ସાஔΛٻΊΔ΄ͲͰͳ͍߹ɺطଘෆ
ద֨Λܧଓͤ͞Δ͜ͱ͑ߟΒΕΔ

岡山県建築࢜ձʮ岡山県歴史的建物ҕһձʯの事例
Ԭݐݝࢁங৹ࠪձͰɺอଘݐஙͷࢦఆʹ͋ͨΓɺ

Ԭݐݝࢁங࢜ձʮԬ࢙ྺݝࢁతݐҕһձʯͱ࿈ܞ
͠ɺ৹ࠪΛ࣮ࢪ

ʮԬ࢙ྺݝࢁతݐҕһձʯɺگݱͷੑͷ
ධՁٴͼิܭڧըͷଥੑΛ৹ٞ

۩ମ的ͳӡ用例

৹査ձのԼにઐ家にΑΓߏ͞ΕΔઐ8(
Λઃ置

ٕज़తͳଥੑͷஅʹ͍ͭͯߴͳ͕ূݕ
ඞཁ͕ͩɺݐங৹ࠪձʹઐ家͕͍ͳ͍ͨΊ

৹査ձのಉҙΛಘΔλイϛンάࢾ事߲ɺ৹ٞ
༰ɺ։࠵ճに͍ͭͯɺॊೈにઃ定͢Δ

อଘݐஙݸผੑ͕͘ߴɺͦͷಛੑʹԠͨ͡
৹͕ࠪඞཁͳͨΊ

ཧ༝

ཧ༝
※事例 4岡山県ߴྊ市・旧吹屋小学校ࢀ照



ガイドラインの的・ߏ 条例の੍定に͋たっͯ � 代替措置のํ͑ߟ

� 建築৹査ձのׂͱӡ用に͍ͭͯ

� แׅಉҙج४に͍ͭͯ

条例の੍定͔Β活用·ͰのྲྀΕ

੍の֓ཁ
条例の੍定

ɹࡒๅɺॏཁจԽࠃ ࣗಈతʹݐஙج४๏Λద༻আ֎

例ʹ͖ͮجɺݐங৹ࠪձͷ
ಉҙΛಘͯࢦఆͨ͠ݐங
֎४๏Λద༻আجஙݐ

ΨΠυϥΠϯͰ
 例 ͷ  උ Λ
ଅ ਐ ͢ Δ ର 

จԽࡒอޢ例 （จԽࡒอޢ๏ୈ ��2 ୈ 2 ߲）

ಠࣗ例λΠϓ（ಠࣗ例ͷ੍ఆ）

（例ͷվਖ਼؍ܠ）ଘ例λΠϓط

ங৹ࠪձݐ
ͷಉҙ

保ଘ建築物のࢦ定

例（Ҋ）ͷ࡞ͷલஈ֊Ⅰ � ᾜ ɾରݐஙͷݐஙߦҝ࣌ͷ՝ͷཧ

Ⅰ � ᾝ
ɾࡦͷҐஔ͚ͮʹ͍ͭͯؔ෦ہͱௐ
ɾରݐஙͷࡦํ༺׆ͷূݕ
ɾ্هΛ౿·͑ͨ例（Ҋ）ͷ࡞

例（Ҋ）ͷ࡞ஈ֊

Ⅱ � ᾜ ɾ҆શੑ֬อͷͨΊͷସાஔʹؔ͢Δݕ౼
อଘݐஙͱͯ͠ࢦఆ͠Α͏ͱ
͢Δྺ࢙తݐஙʹؔ͢Δอଘ
ાஔସાஔͷݕ౼

Ⅱ � ᾝ ɾରݐஙͷ׆༻อଘɺҡ࣋ཧʹؔ͢Δ
 ࡞ը（Ҋ）ͷܭ༺׆Λཧอଘํ͑ߟຊతͳج

Ⅱ � ᾞ ɾݐங৹ࠪձͷӡ༻ʹؔ͢ΔཹҙΛཧݐங৹ࠪձͷಉҙ 

ɾ例ʹଇͨ͠༰ͱͳΔΑ͏ɺରݐஙͷ
ঢ়گʹԠͯ͡ҡ࣋อશܭըͷ༰ΛఆΊΔⅢ อଘݐஙͷ׆༻ҡ࣋อશͷ

ࢪ࣮

ϑΣʔζⅠ
条例の
੍定ஈ֊

ϑΣʔζⅡ
保ଘ建築物の
֊定ஈࢦ

ϑΣʔζⅢ
保ଘ建築物の
活用・ҡ࣋保全

ஈ֊

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡

ʪϑϩʔʫ ʪϙΠϯτʫ

ɹํੜັྗ͋Δޫ؍·ͪͮ͘ΓΛਐΊΔͨΊɺҬݻ༗ͷྺ࢙తɾจԽతͳ
ՁΛ༗͢Δྺ࢙తݐஙͷ׆༻͕શࠃతʹ֦͕͍ͬͯ·͕͢ɺݐஙج४ʹద߹͞
ͤΔͨΊͷվमΛྺ࢙తɾจԽతͳՁΛଛͳ͏͜ͱͳ͘͜͏ߦͱ͕͍͠߹
͕͋Γ·͢ɻ
ɹ͜͏ͨ͠՝ʹରԠ͠ɺྺ࢙తݐஙͷ׆༻Λଅਐ͢Δํࡦͱͯ͠ɺํެஂڞ
ମ͕ఆΊΔ例ʹΑΓݱঢ়มߋͷٴ੍نͼอଘͷͨΊͷાஔ͕͡ߨΒΕɺಛఆߦ
ி͕ݐங৹ࠪձͷಉҙΛಘͯࢦఆͨ͠ݐஙʹ͍ͭͯɺݐஙج४๏ͷద༻Λআ֎
͢ΔΈ（ݐஙج४๏ୈ̏ୈ１߲ୈ̏߸）ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹ͜ͷΈͰɺจԽࡒอޢ例ಠࣗ例ͷ੍ఆɺطଘ例ͷվਖ਼ʹΑΔରԠ
ΒΕͯݶ例Ҏ֎ͷ例ʹΑΔऔ͕ޢอࡒͰɺจԽ࣌ݱΒΕ·͕͢ɺ͑ߟ͕
͍Δ͜ͱ͔ΒɺจԽࡒอޢ例Ҏ֎ͷ例ͷ੍ఆ例੍ఆޙͷ׆༻Λଅਐ͢Δ͜
ͱΛతͱͯ͠ɺʮྺ࢙తݐஙͷ͚ͨʹ༺׆例උΨΠυϥΠϯʯΛ࡞ɾެ
ද（)3��3���）͠ ·ͨ͠ɻ

ɹ例ͷ੍ఆʹ͋ͨͬͯɺ֘例ͷݕ౼ରൣғ͕༷ʑͳ෦ہʹؔ࿈͢Δ͜ͱ͔Βɺ例୲ͷ෦͕ہ୯ಠ
Ͱ例੍ఆͷݕ౼ΛਐΊΔ͜ͱ͘͠ɺ例ʹؔ͢Δ༷ʑͳ෦ہͱͷௐ͕ඞཁʹͳΓ·͢ɻ
ɹ·ͨɺ例ͷӡ༻ΛԁʹਐΊΔͨΊʹɺ例ͷ੍ఆஈ֊ʹ͓͍ͯɺ例ͷ۩ମతͳӡ༻ํ๏ʹ͍ͭͯɺ
ΊΒΕ·͢ɻٻͱ͕ͭ࣋͜௨ೝࣝΛڞ͍ͯͭʹɺ͋Β͔͡Ί例ͷӡ༻ํ๏͍ߦΛަݟͰٞҙؒہ෦ؔ
ɹ͜ͷͨΊɺ例ͷ੍ఆ͔Β׆༻·ͰͷશମͷྲྀΕΛѲͭͭ͠ɺ֤ஈ֊ʹ͓͚Δݕ౼ɺௐΛਐΊΔ͜ͱ͕
ॏཁͱͳΓ·͢ɻ

ɹݐஙج४๏ୈ̏ୈ１߲ୈ̏߸ʹ͖ͮجಛఆߦிͷࢦఆΛड͚ͨྺ࢙తݐஙɺݐஙج४๏ͷద༻͕আ
֎͞Ε·͕͢ɺସાஔʹΑΓɺҰఆͷ҆શੑΛ୲อ͢Δ͜ͱ͕ඇৗʹॏཁͰ͢ɻ

建築৹査ձのׂ
ங৹ࠪձͷಉҙΛಘΔඞཁ͕͋Γɺݐఆʹ͋ͨͬͯɺࢦஙͷݐอଘͮ͘جʹ߸४๏ୈ̏ୈ１߲ୈ̏جஙݐ
ΘΕ͍ͯߦʹͷͨΊͷાஔ͕దߋঢ়มݱతՁ࢙ஙͷྺݐఆ͠Α͏ͱ͢Δࢦங৹ࠪձʹ͓͍ͯɺݐ
Δ͔ͷ৹ࠪΛ͏ߦׂΛ୲͍ͬͯ·͢ɻ

แׅಉҙج४ͱ
४ͰɺجΊͷٕज़తͨ͏ߦఆΛࢦ֎४๏ͷద༻আجஙݐΔ͜ͱͳ͘ಉҙΛಘͯܦผͷ৹ٞΛݸங৹ࠪձͷݐ
Ұఆͷߏنɾ҆શج४ɾҡ࣋ཧͷํ๏͔ΒͳΔͷͰ͢ɻ

建築৹査ձのӡ用
ʹங৹ࠪձ͝ͱݐ४๏ͰఆΊΒΕ͍ͯΔ事߲Λআ͖ɺ例ͰఆΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺجஙݐங৹ࠪձͷӡ༻ɺݐ
ॊೈͳӡ༻͕ՄͰ͢ɻ

४イϝʔδج定に͓けΔཹҙͱࡦ४のج
ʦཹҙʧ
Ҭʹ͓͚Δྺ࢙తݐஙͷ࣮ཁΛे౿·͑Δ͜ͱ
ྺ࢙తݐஙͷอଘ׆༻ߏ҆શੑͷઐ家ͷҙݟΛߟ

ྀ͢Δ͜ͱ
ʦج४イϝʔδʧ
例ͰఆΊΒΕͨݱঢ়มߋͷٴ੍نͼอଘͷͨΊͷાஔ͕ߨ

͡ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ
ݐஙͷߏ๏ɺར༻ܗଶɺҡ࣋ཧ݅ɺपลڥʹԠ͡ɺ

࣌ͷߏ҆શੑͷ֬อʹྀ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
Ր্ࢧো͕ͳ͍Α͏ɺग़ՐࢭɺՐ֦ࡂେࢭɺۙྡͷ

Ԇমٴࢭͼফ׆ಈͷԁੑͷ֬อʹྀ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
ऀؗࡏͷආ҆શੑͷ֬อʹྀ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ

定͢ΔϝϦοτࡦ
事લ໌ࣔ性
แׅಉҙج४ͷରͱͳΔݐஙͷ۩ମతͳ
ங͕ຬͨ͢ݐ४͕໌ࣔ͞ΕΔͨΊɺରج
͖ج४Λ事લʹѲ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
৹査ؒظのॖ
ங৹ࠪձʹΑΔแׅతͳಉҙΛ事લʹಘͯݐ
͍ΔͨΊɺݐங৹ࠪձͷճΛܰ͢ݮΔ͜ͱ
͕Ͱ͖ɺखଓ͖ʹཁ͢ΔؒظΛॖ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δ
վमઃܭの༰қԽ
แׅಉҙج४Λͱʹվमܭըཱ͕ҊͰ͖Δ
ͨΊɺߴͳূݕΛߦΘͣʹվमઃ͕ܭՄ
ͱͳΔ

ɹ例ͷ੍ఆ͔Β׆༻·ͰͷྲྀΕɺ例ͷ੍ఆஈ֊（ϑΣʔζⅠ）ɺอଘݐஙͷࢦఆஈ֊（ϑΣʔζⅡ）ɺอଘ
อશஈ֊（ϑΣʔζⅢ）ͷ3ͭͷஈ֊ʹ͔Ε·͢ɻ࣋ɾҡ༺׆ஙͷݐ

ɹݐஙج४๏ୈ̏ୈ１߲Ͱɺୈ１߸ʹنఆ͢ΔࠃๅɾॏཁจԽࡒɺୈ̎߸
४๏جஙݐʹஙʹ͍ͭͯɺࣗಈతݐఆ͢Δॏཁඒज़ͱͯ͠ೝఆ͞Εͨنʹ
ͷద༻͕আ֎͞Ε·͕͢ɺୈ̏߸ʹنఆ͢Δ例ʹΑΓݱঢ়มߋͷٴ੍نͼอଘͷ
ͨΊͷાஔ͕͡ߨΒΕͨݐஙʹ͍ͭͯɺಛఆߦி͕ݐங৹ࠪձͷಉҙΛಘͯ
४๏ͷద༻͕আ֎͞ΕΔ੍ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻجஙݐఆͨ͠߹ʹɺࢦ
ɹݐஙج४๏ͷద༻͕আ֎͞ΕͨݐஙɺจԽҨ࢈ͱͯ͠ͷಛघੑΛྀ͢ߟΔ
ͷͰ͋Γɺݐங͕҆શ্ɺՐ্ɺӴੜ্ͦͷଞͷ؍͔Βࢧো͕ͳ͍ͱೝΊΔ
ͷͰͳ͍ͨΊɺସાஔͱదͳҡ࣋ཧʹΑΓɺҰఆͷ҆શੑΛ୲อ͢Δ͜
ͱ͕ٻΊΒΕ·͢ɻ

条例ʹ͖ͮجอଘાஔ͕͡ߨ
ΒΕͨྺ࢙తݐங

࣍ �� ΨΠυϥΠϯͷతͱߏ
 2� ੍֓ཁ
 3� 例ͷ੍ఆ͔Β׆༻·ͰͷྲྀΕ
 4� 例ͷ੍ఆஈ֊ͷཹҙ事߲
 �� อଘܭ༺׆ըͷ࡞࣌ͷཹҙ事߲
 �� ସાஔʹ͍ͭͯ
 �� แׅಉҙج४ʹ͍ͭͯ
ԉાஔࢧ �� 
 ผ事例ू

代
替
措
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҆શੑͷ֬อͷͨΊʹॏཁͳج४  ΊΔٻ४ͷద߹Λجߦݱ

ద߹ͤ͞Δ͜ͱ͕ࠔͳج४  ֘ݐஙͷྺ࢙తͳҙঊɺܗଶΛ͠ͳ
͕Βɺ҆શੑΛ֬อ͢ΔͨΊͷાஔΛٻΊΔ

҆શੑͷݒ೦͕খ͍͞ج४  ସાஔΛٻΊΔ΄ͲͰͳ͍߹ɺطଘෆ
ద֨Λܧଓͤ͞Δ͜ͱ͑ߟΒΕΔ

岡山県建築࢜ձʮ岡山県歴史的建物ҕһձʯの事例
Ԭݐݝࢁங৹ࠪձͰɺอଘݐஙͷࢦఆʹ͋ͨΓɺ

Ԭݐݝࢁங࢜ձʮԬ࢙ྺݝࢁతݐҕһձʯͱ࿈ܞ
͠ɺ৹ࠪΛ࣮ࢪ

ʮԬ࢙ྺݝࢁతݐҕһձʯɺگݱͷੑͷ
ධՁٴͼิܭڧըͷଥੑΛ৹ٞ

۩ମ的ͳӡ用例

৹査ձのԼにઐ家にΑΓߏ͞ΕΔઐ8(
Λઃ置

ٕज़తͳଥੑͷஅʹ͍ͭͯߴͳ͕ূݕ
ඞཁ͕ͩɺݐங৹ࠪձʹઐ家͕͍ͳ͍ͨΊ

৹査ձのಉҙΛಘΔλイϛンάࢾ事߲ɺ৹ٞ
༰ɺ։࠵ճに͍ͭͯɺॊೈにઃ定͢Δ

อଘݐஙݸผੑ͕͘ߴɺͦͷಛੑʹԠͨ͡
৹͕ࠪඞཁͳͨΊ

ཧ༝

ཧ༝
※事例 4岡山県ߴྊ市・旧吹屋小学校ࢀ照



ガイドラインの的・ߏ 条例の੍定に͋たっͯ � 代替措置のํ͑ߟ

� 建築৹査ձのׂͱӡ用に͍ͭͯ

� แׅಉҙج४に͍ͭͯ

条例の੍定͔Β活用·ͰのྲྀΕ

੍の֓ཁ
条例の੍定

ɹࡒๅɺॏཁจԽࠃ ࣗಈతʹݐஙج४๏Λద༻আ֎

例ʹ͖ͮجɺݐங৹ࠪձͷ
ಉҙΛಘͯࢦఆͨ͠ݐங
֎४๏Λద༻আجஙݐ

ΨΠυϥΠϯͰ
 例 ͷ  උ Λ
ଅ ਐ ͢ Δ ର 

จԽࡒอޢ例 （จԽࡒอޢ๏ୈ ��2 ୈ 2 ߲）

ಠࣗ例λΠϓ（ಠࣗ例ͷ੍ఆ）

（例ͷվਖ਼؍ܠ）ଘ例λΠϓط

ங৹ࠪձݐ
ͷಉҙ

保ଘ建築物のࢦ定

例（Ҋ）ͷ࡞ͷલஈ֊Ⅰ � ᾜ ɾରݐஙͷݐஙߦҝ࣌ͷ՝ͷཧ

Ⅰ � ᾝ
ɾࡦͷҐஔ͚ͮʹ͍ͭͯؔ෦ہͱௐ
ɾରݐஙͷࡦํ༺׆ͷূݕ
ɾ্هΛ౿·͑ͨ例（Ҋ）ͷ࡞

例（Ҋ）ͷ࡞ஈ֊

Ⅱ � ᾜ ɾ҆શੑ֬อͷͨΊͷସાஔʹؔ͢Δݕ౼
อଘݐஙͱͯ͠ࢦఆ͠Α͏ͱ
͢Δྺ࢙తݐஙʹؔ͢Δอଘ
ાஔସાஔͷݕ౼

Ⅱ � ᾝ ɾରݐஙͷ׆༻อଘɺҡ࣋ཧʹؔ͢Δ
 ࡞ը（Ҋ）ͷܭ༺׆Λཧอଘํ͑ߟຊతͳج

Ⅱ � ᾞ ɾݐங৹ࠪձͷӡ༻ʹؔ͢ΔཹҙΛཧݐங৹ࠪձͷಉҙ 

ɾ例ʹଇͨ͠༰ͱͳΔΑ͏ɺରݐஙͷ
ঢ়گʹԠͯ͡ҡ࣋อશܭըͷ༰ΛఆΊΔⅢ อଘݐஙͷ׆༻ҡ࣋อશͷ

ࢪ࣮

ϑΣʔζⅠ
条例の
੍定ஈ֊

ϑΣʔζⅡ
保ଘ建築物の
֊定ஈࢦ

ϑΣʔζⅢ
保ଘ建築物の
活用・ҡ࣋保全

ஈ֊

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡

ʪϑϩʔʫ ʪϙΠϯτʫ

ɹํੜັྗ͋Δޫ؍·ͪͮ͘ΓΛਐΊΔͨΊɺҬݻ༗ͷྺ࢙తɾจԽతͳ
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͕͋Γ·͢ɻ
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ி͕ݐங৹ࠪձͷಉҙΛಘͯࢦఆͨ͠ݐஙʹ͍ͭͯɺݐஙج४๏ͷద༻Λআ֎
͢ΔΈ（ݐஙج४๏ୈ̏ୈ１߲ୈ̏߸）ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹ͜ͷΈͰɺจԽࡒอޢ例ಠࣗ例ͷ੍ఆɺطଘ例ͷվਖ਼ʹΑΔରԠ
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ද（)3��3���）͠ ·ͨ͠ɻ
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ɹ͜ͷͨΊɺ例ͷ੍ఆ͔Β׆༻·ͰͷશମͷྲྀΕΛѲͭͭ͠ɺ֤ஈ֊ʹ͓͚Δݕ౼ɺௐΛਐΊΔ͜ͱ͕
ॏཁͱͳΓ·͢ɻ

ɹݐஙج४๏ୈ̏ୈ１߲ୈ̏߸ʹ͖ͮجಛఆߦிͷࢦఆΛड͚ͨྺ࢙తݐஙɺݐஙج४๏ͷద༻͕আ
֎͞Ε·͕͢ɺସાஔʹΑΓɺҰఆͷ҆શੑΛ୲อ͢Δ͜ͱ͕ඇৗʹॏཁͰ͢ɻ

建築৹査ձのׂ
ங৹ࠪձͷಉҙΛಘΔඞཁ͕͋Γɺݐఆʹ͋ͨͬͯɺࢦஙͷݐอଘͮ͘جʹ߸४๏ୈ̏ୈ１߲ୈ̏جஙݐ
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建築৹査ձのӡ用
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҆શੑͷ֬อͷͨΊʹॏཁͳج४  ΊΔٻ४ͷద߹Λجߦݱ

ద߹ͤ͞Δ͜ͱ͕ࠔͳج४  ֘ݐஙͷྺ࢙తͳҙঊɺܗଶΛ͠ͳ
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҆શੑͷݒ೦͕খ͍͞ج४  ସાஔΛٻΊΔ΄ͲͰͳ͍߹ɺطଘෆ
ద֨Λܧଓͤ͞Δ͜ͱ͑ߟΒΕΔ

岡山県建築࢜ձʮ岡山県歴史的建物ҕһձʯの事例
Ԭݐݝࢁங৹ࠪձͰɺอଘݐஙͷࢦఆʹ͋ͨΓɺ
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͠ɺ৹ࠪΛ࣮ࢪ

ʮԬ࢙ྺݝࢁతݐҕһձʯɺگݱͷੑͷ
ධՁٴͼิܭڧըͷଥੑΛ৹ٞ

۩ମ的ͳӡ用例

৹査ձのԼにઐ家にΑΓߏ͞ΕΔઐ8(
Λઃ置

ٕज़తͳଥੑͷஅʹ͍ͭͯߴͳ͕ূݕ
ඞཁ͕ͩɺݐங৹ࠪձʹઐ家͕͍ͳ͍ͨΊ

৹査ձのಉҙΛಘΔλイϛンάࢾ事߲ɺ৹ٞ
༰ɺ։࠵ճに͍ͭͯɺॊೈにઃ定͢Δ

อଘݐஙݸผੑ͕͘ߴɺͦͷಛੑʹԠͨ͡
৹͕ࠪඞཁͳͨΊ

ཧ༝

ཧ༝
※事例 4岡山県ߴྊ市・旧吹屋小学校ࢀ照



建築物の概要
⃝	築150年の京町家（木造2階建）を、大学のサテライト施設として活用することを目的に、
増築及び修繕を実施。建物用途は「住宅」から「大学」に変更を行った。

⃝	京町家の形態的・空間的特性を損なわない範囲で、極めて稀に発生する地震（震度６
強から震度７に相当する地震）に対する耐震性能を確保（屋根の軽量化、桁行方向の壁
量不足を補うための土壁増設等）。

⃝	出火防止として、全館禁煙、火気等の管理、防火避難研修をあわせて実施。

建築物の概要
⃝	明治33年、同42年に建築された木造の小学校。平成24年度に廃校となるまで111年
間校舎として利用されてきた歴史を背景に、学びの拠点として生涯学習や博物館への
用途変更を行う。あわせて全解体・構造補強による保存修理を実施。

⃝	建築基準法第3条第1項第3号の規定の適用を受けるため、岡山県建築士会「岡山県歴
史的建造物委員会」に耐震補強計画を諮り、その結果として妥当である旨の結論を得た。

⃝	2階で多数の利用者が想定される場合は、誘導員の配置や人数制限を実施。

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 20条
当該建築物は政令で定める技術的基準に
適合することは確認していない。 ➡ 劣化部分の健全化、極めて稀に発生する地

震に対する安全性の確保（耐震改修工事）

法第 44条
道路に突き出して建築をしてはならないが、
当該建築物は軒先が道路に突出している。 ➡

既存不適格の継続（新たに不適合部分を
生じさせない）

法第 62条
第 2項

準防火地域内にある木造建築物は延焼のお
それのある部分の外壁及び軒裏を防火構造
としなければいけない。当該建築物は、外
壁及び軒裏が防火構造ではない。

➡

漏電遮断器の設置、電気配線を改修

自動火災報知設備の設置

各階 1以上の消火器、消火バケツの設置

非常用照明の設置、誘導灯の設置

直通階段の増設、階段の緩勾配化

ハンドマイクの設置
（非常時の避難呼びかけ用）

法第 64条

準防火地域内の延焼のおそれのある部分の
外壁の開口部に防火設備を設置しなければ
いけない。当該建築物は防火設備を有して
いない。

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 20条 構造強度について、大地震時に倒壊の危険性がある。 ➡
荷重の軽減・建物耐力の確保・水平剛性の確保・直
接基礎（べた基礎）の新設（文化財的価値を損なわな
いように可能な限り見えない位置での耐震補強）

法第 25条
延べ面積の合計が 1,000㎡超の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそ
れのある部分を防火構造としなければならないが、化粧板張りで性能を満た
さない。

➡ 自動火災報知設備、消火器、火災通報設備や屋内消
火栓易操作性１号消火栓を設置

法第 26条
延べ面積が 1,000㎡超の木造建築物等は、防火壁により有効に区画しなけれ
ばならないが、防火壁の未設置又は構造が準耐火建築物以上ではない。

令第 128条
の 5

博物館・集会場等の壁等の室内に面する部分の仕上げを難燃材料、居室から
地上に通ずる主たる廊下等の壁等室内に面する部分の仕上げを準不燃材料と
しなければならないが、難燃材料又は準不燃材料で仕上げていない。

令第 23条
階段の踏面の寸法は用途に応じて 26cm以上としなければならないが、寸法
が不足している。 ➡ 資料館（旧本館）の２階については、誘導員の配置や

人数制限を行う令第 126条
の 2

博物館・集会場で延べ面積が 500㎡を超える場合、排煙設備を設置しなけれ
ばならないが、未設置。

外観

本館　全景

中庭

和室

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

龍谷大学町家キャンパス 京都市歴史的建築物の保存
及び活用に関する条例

木造
350㎡（3棟計）

増築、大規模の修繕、
用途変更 大学

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

旧吹屋小学校 岡山県文化財保護条例 木造
1,300㎡

新築（元の建物を解体・
保管後、再建）

博物館、集会場、
生涯学習施設

ガイドラインは以下からダウンロードが可能です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000084.html

国土交通省住宅局建築指導課
〒 100-8918　東京都千代田区霞が関 2-1-3　TEL：03-5253-8111問い合わせ先

事例 3 京都市・龍谷大学町家キャンパス

事例 4 岡山県高梁市・旧吹屋小学校

ガイドライン・別冊事例集の掲載例
◆建築基準法の適用を除外するのは、文化遺産としての特殊性を考慮するためのものであるため、建築基
準法の適用を除外する代わりに、安全上、防火上及び衛生上の支障が生じないよう、必要な代替措置を
講じるとともに、適切に維持管理することが極めて重要です。
◆ガイドラインでは、建築基準法の適用を除外する際の参考になるよう、実際に建築基準法を適用除外と
する制度を適用した 19事例について、代替措置を紹介しています。

建築物の概要
⃝	敷地が風致公園として整備されることを契機に、全ての部材を解体・保管した上で、
公園の基盤整備完了後に元の位置に再建予定（現在、公園整備工事中）。公園内施
設として保存活用を行う。

⃝	内外部ともに意匠や造作について、過去に度重なる修繕がなされているものの、概
ね良好に維持されているため、構造関係規定については、原則、現行基準に適合す
るよう補修。

⃝	管理者の常時配置や電気炉の使用による出火防止等を実施。

建築物の概要
⃝	近代神戸の歴史を物語る貴重な近代化建築遺産である建物を保存・改修し、クリエ
イターや市民・事業者が訪れ、利用する拠点施設として整備（用途変更を実施）し、
利活用を図る。

⃝	構造関係規定については、耐震診断の結果、耐震基準を満たさなかったため、現行
の基準に適合させる改修（耐震壁の新設・増打ち補強、部分的な減築等）を実施。

⃝	火気使用の制限、全館禁煙等の利用制限、24時間体制での監視を実施。

事例１ 横浜市・旧円通寺客殿（旧木村家住宅 主屋）

事例 2 神戸市・旧神戸生糸検査所

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 63条
準防火地域内の屋根の構造は、不燃材料
で造る等の措置が求められるが、屋根は
茅葺き、庇は板葺きで、性能を満たさない。

➡
自動首振放水銃、炎検知設備を設置

消火用エンジンポンプや地下貯水槽を
別棟の新築棟に設置

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

令第 23条

直上階の居室の床面積の合計が200㎡を
超える建築物は階段の幅員が1,200mm
以上でなければならないが、当該建築物
の旧館中央階段の幅員は1,200mm未満
である。

➡
幅員が不足する階段が同一の階段室に
２つあるが、２つの階段の幅員を足し
合わせると最低必要幅員を大きく上回
るため、安全上支障はないと判断

令第 128条
の 5

特殊建築物のため内装制限がかかるが、
旧館３階の一部居室（ワークショップ
ルーム、セミナールーム）は内装制限に
不適合となっている。
※平成28年度改修工事においてスプリ
ンクラー設備を設置し、適合となった。

➡
火災が生じた際にその階にいる人が煙
にさらされずに直通階段まで避難でき
ることを計算（階避難安全検証法に準じ
た検証方法）で確認

新館　外観

旧館　外観

建物外観

自動首振放水銃
（イメージ）

炎検知設備
（イメージ）

旧館　中央階段

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途
旧円通寺客殿

（旧木村家住宅主屋）
横浜市魅力ある都市景観の
創造に関する条例

木造
140㎡

新築（元の建物を解体・
保管後、再建） 公園内施設

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

旧神戸生糸検査所 神戸市都市景観条例 RC造
13,800㎡（2棟計） 増築、用途変更

博物館、美術館、集会所、
事務所、物販・店舗、

飲食店

国土交通省

歴史的建築物の活用に向けた
条例整備ガイドライン
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建築物の概要
⃝	築150年の京町家（木造2階建）を、大学のサテライト施設として活用することを目的に、
増築及び修繕を実施。建物用途は「住宅」から「大学」に変更を行った。

⃝	京町家の形態的・空間的特性を損なわない範囲で、極めて稀に発生する地震（震度６
強から震度７に相当する地震）に対する耐震性能を確保（屋根の軽量化、桁行方向の壁
量不足を補うための土壁増設等）。

⃝	出火防止として、全館禁煙、火気等の管理、防火避難研修をあわせて実施。

建築物の概要
⃝	明治33年、同42年に建築された木造の小学校。平成24年度に廃校となるまで111年
間校舎として利用されてきた歴史を背景に、学びの拠点として生涯学習や博物館への
用途変更を行う。あわせて全解体・構造補強による保存修理を実施。

⃝	建築基準法第3条第1項第3号の規定の適用を受けるため、岡山県建築士会「岡山県歴
史的建造物委員会」に耐震補強計画を諮り、その結果として妥当である旨の結論を得た。

⃝	2階で多数の利用者が想定される場合は、誘導員の配置や人数制限を実施。

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 20条
当該建築物は政令で定める技術的基準に
適合することは確認していない。 ➡ 劣化部分の健全化、極めて稀に発生する地

震に対する安全性の確保（耐震改修工事）

法第 44条
道路に突き出して建築をしてはならないが、
当該建築物は軒先が道路に突出している。 ➡

既存不適格の継続（新たに不適合部分を
生じさせない）

法第 62条
第 2項

準防火地域内にある木造建築物は延焼のお
それのある部分の外壁及び軒裏を防火構造
としなければいけない。当該建築物は、外
壁及び軒裏が防火構造ではない。

➡

漏電遮断器の設置、電気配線を改修

自動火災報知設備の設置

各階 1以上の消火器、消火バケツの設置

非常用照明の設置、誘導灯の設置

直通階段の増設、階段の緩勾配化

ハンドマイクの設置
（非常時の避難呼びかけ用）

法第 64条

準防火地域内の延焼のおそれのある部分の
外壁の開口部に防火設備を設置しなければ
いけない。当該建築物は防火設備を有して
いない。

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 20条 構造強度について、大地震時に倒壊の危険性がある。 ➡
荷重の軽減・建物耐力の確保・水平剛性の確保・直
接基礎（べた基礎）の新設（文化財的価値を損なわな
いように可能な限り見えない位置での耐震補強）

法第 25条
延べ面積の合計が 1,000㎡超の木造建築物等は、外壁及び軒裏で延焼のおそ
れのある部分を防火構造としなければならないが、化粧板張りで性能を満た
さない。

➡ 自動火災報知設備、消火器、火災通報設備や屋内消
火栓易操作性１号消火栓を設置

法第 26条
延べ面積が 1,000㎡超の木造建築物等は、防火壁により有効に区画しなけれ
ばならないが、防火壁の未設置又は構造が準耐火建築物以上ではない。

令第 128条
の 5

博物館・集会場等の壁等の室内に面する部分の仕上げを難燃材料、居室から
地上に通ずる主たる廊下等の壁等室内に面する部分の仕上げを準不燃材料と
しなければならないが、難燃材料又は準不燃材料で仕上げていない。

令第 23条
階段の踏面の寸法は用途に応じて 26cm以上としなければならないが、寸法
が不足している。 ➡ 資料館（旧本館）の２階については、誘導員の配置や

人数制限を行う令第 126条
の 2

博物館・集会場で延べ面積が 500㎡を超える場合、排煙設備を設置しなけれ
ばならないが、未設置。

外観

本館　全景

中庭

和室

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

龍谷大学町家キャンパス 京都市歴史的建築物の保存
及び活用に関する条例

木造
350㎡（3棟計）

増築、大規模の修繕、
用途変更 大学

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

旧吹屋小学校 岡山県文化財保護条例 木造
1,300㎡

新築（元の建物を解体・
保管後、再建）

博物館、集会場、
生涯学習施設

ガイドラインは以下からダウンロードが可能です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000084.html

国土交通省住宅局建築指導課
〒 100-8918　東京都千代田区霞が関 2-1-3　TEL：03-5253-8111問い合わせ先

事例 3 京都市・龍谷大学町家キャンパス

事例 4 岡山県高梁市・旧吹屋小学校

ガイドライン・別冊事例集の掲載例
◆建築基準法の適用を除外するのは、文化遺産としての特殊性を考慮するためのものであるため、建築基
準法の適用を除外する代わりに、安全上、防火上及び衛生上の支障が生じないよう、必要な代替措置を
講じるとともに、適切に維持管理することが極めて重要です。
◆ガイドラインでは、建築基準法の適用を除外する際の参考になるよう、実際に建築基準法を適用除外と
する制度を適用した 19事例について、代替措置を紹介しています。

建築物の概要
⃝	敷地が風致公園として整備されることを契機に、全ての部材を解体・保管した上で、
公園の基盤整備完了後に元の位置に再建予定（現在、公園整備工事中）。公園内施
設として保存活用を行う。

⃝	内外部ともに意匠や造作について、過去に度重なる修繕がなされているものの、概
ね良好に維持されているため、構造関係規定については、原則、現行基準に適合す
るよう補修。

⃝	管理者の常時配置や電気炉の使用による出火防止等を実施。

建築物の概要
⃝	近代神戸の歴史を物語る貴重な近代化建築遺産である建物を保存・改修し、クリエ
イターや市民・事業者が訪れ、利用する拠点施設として整備（用途変更を実施）し、
利活用を図る。

⃝	構造関係規定については、耐震診断の結果、耐震基準を満たさなかったため、現行
の基準に適合させる改修（耐震壁の新設・増打ち補強、部分的な減築等）を実施。

⃝	火気使用の制限、全館禁煙等の利用制限、24時間体制での監視を実施。

事例１ 横浜市・旧円通寺客殿（旧木村家住宅 主屋）

事例 2 神戸市・旧神戸生糸検査所

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

法第 63条
準防火地域内の屋根の構造は、不燃材料
で造る等の措置が求められるが、屋根は
茅葺き、庇は板葺きで、性能を満たさない。

➡
自動首振放水銃、炎検知設備を設置

消火用エンジンポンプや地下貯水槽を
別棟の新築棟に設置

適合が困難だった規定	 安全性確保の代替措置

令第 23条

直上階の居室の床面積の合計が200㎡を
超える建築物は階段の幅員が1,200mm
以上でなければならないが、当該建築物
の旧館中央階段の幅員は1,200mm未満
である。

➡
幅員が不足する階段が同一の階段室に
２つあるが、２つの階段の幅員を足し
合わせると最低必要幅員を大きく上回
るため、安全上支障はないと判断

令第 128条
の 5

特殊建築物のため内装制限がかかるが、
旧館３階の一部居室（ワークショップ
ルーム、セミナールーム）は内装制限に
不適合となっている。
※平成28年度改修工事においてスプリ
ンクラー設備を設置し、適合となった。

➡
火災が生じた際にその階にいる人が煙
にさらされずに直通階段まで避難でき
ることを計算（階避難安全検証法に準じ
た検証方法）で確認

新館　外観

旧館　外観

建物外観

自動首振放水銃
（イメージ）

炎検知設備
（イメージ）

旧館　中央階段

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途
旧円通寺客殿

（旧木村家住宅主屋）
横浜市魅力ある都市景観の
創造に関する条例

木造
140㎡

新築（元の建物を解体・
保管後、再建） 公園内施設

事例名 根拠条例名 構造・延床面積 活用に伴う工事 従後用途

旧神戸生糸検査所 神戸市都市景観条例 RC造
13,800㎡（2棟計） 増築、用途変更

博物館、美術館、集会所、
事務所、物販・店舗、

飲食店

国 土 交 通 省

歴史的建築物の活用に向けた
条例整備ガイドライン
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